
 
別紙４ 

寒冷地手当コードの確認・修正方法 

 

① 【Ｑ２５】（寒冷地手当情報）を開き、手当コードを確認します。 
給与システムでは世帯主に該当するかどうかの情報を保持していないため、一律で

「５４ 新寒冷等（世帯主以外）」が設定されています。 

 

② 世帯主に該当するかどうか、扶養があるかどうか等を確認し、修正が必要な場合は【Ｑ

３０】（その他手当情報）から「現状」の寒冷地コードを上書き修正してください。 

ここを修正 


